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公 安 委 員 会 告 示  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

高 知 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ７ 号  

個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 1 5年 法 律 第 5 7号 ） 第 6 9条 第

２ 項 第 １ 号 及 び 高 知 県 公 安 委 員 会 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関

す る 規 則 （ 令 和 ５ 年 高 知 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ８ 号 ） の 規 定 に よ り

そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 高 知 県 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施

行 細 則 （ 令 和 ５ 年 高 知 県 規 則 第 1 8号 ） 第 2 7条 の 規 定 に 基 づ き 、 口

頭 に よ る 開 示 の 求 め に 基 づ き 提 供 す る こ と が で き る 保 有 個 人 情 報

（ 当 該 保 有 個 人 情 報 が 記 載 さ れ た 書 面 を 閲 覧 さ せ る 方 法 又 は 口 頭

に よ り 提 供 す る も の と す る 。 ） に つ い て 次 の と お り 定 め 、 平 成 1 8

年 ２ 月 高 知 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ２ 号 （ 口 頭 に よ り 開 示 請 求 を 行 う

こ と が で き る 個 人 情 報 ） は 、 廃 止 す る 。  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

高 知 県 公 安 委 員 会 委 員 長  小 田 切  泰 禎  

口 頭 に よ り 開 示 の 求 め が で き

る 保 有 個 人 情 報 の 項 目  

口 頭 に よ り 保

有 個 人 情 報 の

開 示 の 求 め が

で き る 期 間  

口 頭 に よ り 保

有 個 人 情 報 の

開 示 の 求 め が

で き る 場 所  試 験 等 の 名 称  提 供 す る 内 容  

警 備 員 指 導 教

育 責 任 者 講 習

修 了 考 査  

修 了 考 査 の 得

点  

合 格 発 表 の 日

の 翌 日 か ら １

月 間  

高 知 県 警 察 本

部 生 活 安 全 部

生 活 安 全 企 画

課  

警 備 員 検 定  学 科 試 験 及 び

実 技 試 験 の 得

点  

合 格 発 表 の 日

の 翌 日 か ら １

月 間  

高 知 県 警 察 本

部 生 活 安 全 部

生 活 安 全 企 画

課  

猟 銃 等 初 心 者

講 習 考 査  

考 査 の 得 点  合 格 発 表 の 日

の 翌 日 か ら １

月 間  

高 知 県 警 察 本

部 生 活 安 全 部

生 活 安 全 企 画

課  

ク ロ ス ボ ウ 初

心 者 講 習 考 査  

考 査 の 得 点  合 格 発 表 の 日

の 翌 日 か ら １

月 間  

高 知 県 警 察 本

部 生 活 安 全 部

生 活 安 全 企 画

課  

猟 銃 技 能 検 定  検 定 試 験 の 得  合 格 発 表 の 日  高 知 県 警 察 本  



 点  の 翌 日 か ら １

月 間  

部 生 活 安 全 部

生 活 安 全 企 画

課  

空 気 銃 年 少 射

撃 資 格 認 定 講

習 考 査  

考 査 の 得 点  合 格 発 表 の 日

の 翌 日 か ら １

月 間  

高 知 県 警 察 本

部 生 活 安 全 部

生 活 安 全 企 画

課  

駐 車 監 視 員 資

格 者 講 習 修 了

考 査  

考 査 の 得 点  合 格 発 表 の 日

の 翌 日 か ら １

月 間  

高 知 県 警 察 本

部 交 通 部 交 通

指 導 課  

運 転 免 許 試 験  学 科 試 験 及 び

技 能 試 験 の 得

点  

合 格 発 表 の 日

（ 提 供 が 可 能

と な る 時 刻 以

降 に 限 る 。 ）  

運 転 免 許 試 験

の 受 験 申 請 先

の 高 知 県 警 察

本 部 交 通 部 運

転 免 許 セ ン タ

ー 及 び 警 察 署

（ 分 庁 舎 を 含

む 。 ）  

 

 


